
82 

第５章 職員の服務及び処分 
  

服務とは、職員が守るべき規律や義務を意味します。 
  地方公務員法では、服務の根本基準として「すべて職員は、全体の奉仕

者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全

力を挙げてこれに専念しなければならない」と定めています。 
  さらに、行政が納税者の信託と負担により運営されていることから、公

務員には企業の従業員以上に自分を律する倫理が求められています。 
  区では、職員倫理の保持を図り、区民の区政に対する信頼を確保するた

め、倫理行動基準を定めています。職員には、公務の内外を問わず、常に

各種法令の遵守などの高い規範意識を持つよう求めています。 
  法律・条令等に違反した場合、職務上の義務に違反または職務を怠った

場合、または全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合になさ

れる処分を「懲戒」といい、免職、停職、減給、戒告があります。 
  また、職員が一定の事由により職務を十分に果たすことができない場合

などに、本人の意に反してなされる身分上の不利益な処分を「分限」とい

い、免職、降任、休職、降給があります。 
この章では、以上のような職員の服務、懲戒・分限の仕組み及び処分状

況について報告します。 

 



過去５年の許可件数

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

5 4 4 4 5

6 244 48 62 49

2 1 1 1 1

1 1 2 2 2

2 1 3 5 7

3 4 3 6 4

1 1 0 1 0

11 4 2 6 7

31 260 63 87 75

※令和２年度の「調査員又は調査指導員」が多いのは、国勢調査実施によるものです。

 総計

 講師

 試験委員又は試験監督員

 消防団員

 調査員又は調査指導員

 不動産等賃貸業

 兼職

 その他

 成年後見人

　大田区においては、政府が実施する各種統計の調査員又は調査指導員の兼業が多く、次いで
試験委員・試験監督員、不動産賃貸業の兼業があります。

（内訳）

　職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする会社その他の団体の役員等を兼
ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事しては
ならないとされています。（地方公務員法第38条）

　この趣旨は、職員が兼業や自営を行うことによって、

　　　①職務専念義務が損なわれるおそれが生じるため
      ②職務の公正性を確保できなくなるおそれが生じるため
      ③職員の品位の維持ができなくなるおそれが生じるため

　これらを未然に防ぐため、勤務時間の内外を問わず兼業を原則として禁止し、これらのおそ
れがない場合に例外的に許可するものです。
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① 職員倫理

… 

… 

　公務員は、法令や服務規律を遵守することはもちろんのこと、個々の職務を遂行する
うえでも、区民の疑惑や不信感を招かないよう十分な配慮を要します。

　大田区では、職員倫理の保持と区民の信頼確保のため服務規程に「倫理行動基準」を
定めています。また、職員の倫理保持に関する具体的な基準等については「大田区職員
倫理要綱」を制定し、禁止される贈与等の判断基準を示しています。

… 

… 

… 

… 

　職務上知り得た情報について、区民の一部に対してのみ有利な
取扱いをする等、区民に対し不当な差別的取扱いを行わず、常に
公正な職務の執行に当たります。

　常に公私の区別を明らかにし、その職務や地位を、自らや自ら
の属する組織の私的利益のために用いません。

　職務上取扱う情報（電子計算機処理に係る情報を含む）を公共
の利益に反して、自らの私的利益のために利用しません。

倫理行動基準

　法令、条例及び規則により与えられた権限の行使に当たっては、
その権限の行使の対象となる者からの贈与等を受ける等、区民の
疑惑や不信を招くような行為を行いません。

　職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を
挙げて取り組みます。

　勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与
えることを常に認識して行動します。

公正な職務遂行

私的利益追求の禁止

疑惑招来行為の禁止

公共利益の追求

信用失墜行為の禁止

情報の適正利用

・ 公務員として、法令や服務規律の遵守は最低限の基準
です。
・ 大田区は、向上心をもって職務を積極的・迅速に遂行
し、行政の諸活動の内容や理由の説明も十分に行うなど
倫理観の高い公務員を育成しています。

（２）職員倫理及びセクシュアルハラスメント・パワーハラスメント・妊娠等
に関するハラスメントの防止
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大田区職員倫理要綱

・大田区職員倫理要綱では、利害関係者からの贈与等の可否の判断基準について次のとおり定
めています。

承認できる場合 承認できない場合

 ・酒食の饗応等（いわゆる接待）

 ・饗応を目的とする旅行(接待旅行)

　　②土地、建物、自動車等の貸与

　　③携帯電話、パソコン等の貸与

　　④ゴルフ会員権等の貸与

金銭・物品関係

（金銭には、商品
　券、小切手、株

券等を含む）

会食関係

遊技、スポーツ
旅行関係

その他の便宜
の提供関係

 ・広く配付される宣伝広告用物品で
 　社会通念上許される範囲のもの
 　（簡易なカレンダー、手帳、うち
 　　わ等。ただし、テレフォンカー
 　　ド等の直接金銭の代用となりう
 　　るカード類は含まない。）

 ・職務上の行為に対する金品の受領
 　（例）謝礼、寸志、中元、歳暮等
 　　　　の贈答品。旅行、帰省等の
 　　　　土産、餞別、栄転祝い等

 ・その他、職務の公正さに対する区
 　民の信頼を損なうおそれのある金
 　品の受領 ・式典で来賓や参加者に配布される

 　記念品

 ・自己の費用を負担する場合であっ
 　ても、職務の公正さに対する区民
 　の信頼を損なうおそれのあるもの

 ・職務上の必要等から、やむを得ず
 　利害関係者の所有する物品を借用
 　し又は利用する場合
 　（筆記具を借りる、会議室を借り
 　　る、雨具を借りる等）

 ・飲食等の遊興費又は借金等の債務
 　を肩代わりさせること

 ・金融事業を営む利害関係者から有
 　利な条件で融資又は貸し付けを特
 　別に受けること

 ・賀詞交歓会、施設の開設式典等、
 　公式行事としての席上における会
 　食  ・会議等の終了後、レストラン等に

 　場所を変えて行う会食等

 ・自己の費用を負担する場合であっ
 　ても、職務の公正さに対する区民
 　の信頼を損なうおそれのあるもの

 ・職務上の必要性から利害関係者を
 　伴って出張する場合

 ・饗応を目的とする遊技（演芸、観
 　劇麻雀、ゴルフ、釣り等）

 ・その他、職務の公正さに対する区
 　民の信頼を損なうおそれのある便
 　宜供与を受けること

 ・出張の際に、用務地の事情や職務
 　上の必要性からやむを得ず利害関
 　係者の自動車に同乗する

 ・金融事業を営んでない利害関係者
 　から金銭を借り又は融資先や貸し
 　付け先の斡旋を受けること

 ・社会一般の接待として容認される
 　湯茶の提供

 ・正当な対価を支払わずに次のよう
 　な便宜を受けること

　　①個人的な工事の請負（自宅の
　　　建築、修繕）

 ・正当な対価の支払の有無にかかわ
 　らず通常入手しにくい株式、会員
 　権、チケット等を入手すること
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② セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠等に関するハラスメント

 の防止

　

　　

　
　

　

職場における公務能率の確保と職員の利益の保護等のため、ハラスメントの
問題に当たる行為が行われることがないよう十分配慮しなければならない。

ハラスメントに対する十分な認識と理解を持ち、言動に十分注意しなければ
ならない。

職 場

・関係者の事情聴取等適切な調査を迅速に行う。
・事実の内容に応じ、被害者の不利益にならないよう配慮し、関係所管課長と協議した上で

必要な措置を行う（加害者が職員以外の者の場合は、関係機関へ協力要請、申入れを行う）。
→地方公務員法による懲戒処分の対象となる場合もある。

管理監督者

直接の被害者 その他の職員

申
出

相談・苦情担当窓口

総務部長が指定する人事課係長

人事課長 ／ 教育総務部学校支援担当課長

指導課学校支援担当係長
教育総務課、学務課及び指導課の中から

教育総務部長が指定する係長

職場での性的な言動に対する職員の対応により、当該職員が昇任・昇給等の不利益を受けたり、
同言動により就業環境が害されることをいう。また、性別役割分担意識に基づく言動もセクシュ
アルハラスメントとなる。
⇒ 異性間だけでなく、同性に対するものも含まれるほか、相手の性的指向又は性自認に関わら

ず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当する。

「職場におけるセクシュアルハラスメントに関する基本方針」、「職場におけるパワーハラスメントに関する基本
方針」及び「職場における妊娠、出産、育児休業、介護休暇等に関するハラスメント基本方針」に基づき、次の
とおり、職場におけるハラスメントの問題を未然に防止し、その言動により職員が不利益を受けること、又は就業
環境が害されることのないよう必要な配慮をし、職員が快適に働くことができる環境の実現に努めています。

セクシュアルハラスメントとは

防止体制

… 申出人・関係人の事情聴取、苦情処理を実施

（区長部局）

（教育委員会）

職員

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の
適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

⇒ 上司から部下に対してだけでなく、同僚間や部下から上司にも行われる。

パワーハラスメントとは

職場での職員の妊娠・出産・不妊治療に関する言動、育児休業・介護休暇等の制度利用に関す
る言動により就業環境が害されるもの（嫌がらせ）をいう。

⇒ 上司から部下に対してだけでなく、同僚間でも行われる。

妊娠等に関するハラスメントとは

だれもがこの問題の当事者となり得る。

報
告

（より厳正な調査・対応が必要と判断した場合）
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① 懲戒処分

② 分限処分

　大田区職員が一定の義務違反を犯した場合に、公務の規律と秩序を維持することを目
的として、その責任に対して行う処分です。

　懲戒処分を行うにあたっては「公正」であることが求められます。大田区では「懲戒
処分に関する指針」を定め恣意的な処分を排除し、厳正に対処しています。

　大田区職員が職務を能率的に遂行することができなくなった場合に、公務能率を維持
し、適正な運営を確保するために行う処分です。

（１）懲戒・分限の仕組み

（２）懲戒・分限の種類と効果

地方公務員法に基づき、次の事由に該当する場合に処分を行います

 ② 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
 ③ 全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合

・義務違反に対する制裁として、職を失わせる処分です

　⇒退職手当を支給しません

・一定期間（1日以上6月以下）職務に従事させない処分です

　⇒停職期間中は、いかなる給与も支給しません

　⇒昇給を４号抑制します
　⇒停職処分1回につき、勤勉手当を20%減額します

　⇒減給処分１回につき、勤勉手当を15%減額します

・規律違反に対する責任を確認し、将来を戒める処分です

　⇒戒告処分１回につき、勤勉手当を10%減額します

　

・公務能率を維持するため、職を失わせる処分です
　⇒退職手当が支給されます

・現在任用されている職より下位の職に任命する処分です

　⇒下位職の給与が支給されます

  　① 勤務実績が良くない場合
 　 ② 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
 　 ③ ①、②に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
　　④ 職制、定数の改廃、予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合

・一定期間職務に従事させない処分です

　⇒休職期間中は、一定の範囲内の給与が支給されます

　　① 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
　　② 刑事事件に関し起訴された場合　
　　③ 条例で定める場合

　　条例で定める場合

免　職 ＝

＝

＝

＝

＝

分
　
　
限
　
　
処
　
　
分

＝

懲
　
　
戒
　
　
処
　
　
分

＝

・現に受けている給料より低い額の給料に決定する処分です

＝

＝

＝

 ① 地方公務員法(特例法を含む)又はこれに基づく条例、規則、規程に違反した場合

・規律違反の程度が懲戒処分を行うに至らない場合であってもその責任を明確にし、
　注意を喚起するために訓告、文書注意、口頭注意の措置を行っています

　⇒昇給を３号抑制します

　⇒停職期間中は、昇給を行いません

・一定期間(1日以上6月以下)給料の一定割合(1/5以下)を減額して支給する処分です

　⇒昇給を３号抑制します

免　職

降　任

休　職

降　給

停　職

減　給

戒　告

訓告 等

根 拠

免職・降任
の事由

休職事由

降給事由

２ 懲戒及び分限
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① 懲戒処分

[処分程度別]

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

免　　職 0 0 0 0 0

停　　職 2 3 2 2 2

減　　給 2 0 0 0 0

戒　　告 2 2 0 1 0

訓告  等 4 1 1 4 0

　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　

[事件性質別]

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

給与・任用に関する不正 0 0 0 0 0

一般服務関係 1 2 1 2 0

一般非行関係 2 3 1 3 2

収賄等関係 0 0 0 0 0

道路交通法違反関係 2 1 1 0 0

監督責任 5 0 0 2 0

　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　

② 分限処分

[処分程度別]

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

免　　職 0 0 0 0 0

降　　任 0 0 0 0 0

休　　職 86 88 98 112 114

　　　　　　
　　　　　　

　懲戒処分を行うに至らない事案についても、公務の規律と秩序を維持するため訓告等の
措置を行い、厳正に対処しています。

　一般服務関係（欠勤、信用失墜行為等）に起因した処分が多くなっています。
また、これに伴う管理監督者責任も厳格に問われています。

　心身の故障による長期療養のために休職処分にいたる例は、昨年度よりも増加しており、
休職者に占めるメンタル不全の割合は依然として高くなっています。(89頁参照)

ポイント

（３）過去の処分状況

ポイント

ポイント
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病気休職

　職務の高度化、複雑化などを背景として、心の悩みを抱える職員が増加しています。病気
休職者のうち、ストレス性疾患が占める割合は、概ね６～７割となっています。

　年度をまたがって休職している者は、年度ごとに数を計上しています。メンタル不全以外
の主たる疾病は、がん、関節症などです。

　心の健康づくりのための基本計画として、平成18年２月に「大田区メンタルヘルス・トー
タルプラン」、平成24年３月には「心の健康づくり計画」を策定し、現状に合わせて令和４
年11月に計画の見直しを行いました。本計画はセルフケア・ラインによるケア・産業保健ス
タッフ等によるケア・外部の機関活用によるケアに重点をおいて、計画的かつ組織的に取り
組んでいます。（90頁参照）

　令和５年度の病気休職処分を受けた人数が職員全体に占める割合は、約2.7％です。23区の
平均は約３％程度と推測されます。
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